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・万博開催中、本市管理道路における通行状況を関係部署が迅速に共有し、効果的な取組みを検討・実施するため、市長をトップとし

関係局長等から構成する「大阪市道路交通円滑化対策会議」を設置。

・「来場者輸送情報センター」と大阪市が緊密に連携し、交通情報を収集・共有のうえ、当対策会議において追加的対策を検討・実施。

・会議の設置期間は、令和７年１月～令和７年10月（万博閉幕日まで）。

※万博開催前から、主要ポイントの交通量データ等を収集し交通の傾向把握などを開始。

「大阪市道路交通円滑化対策会議」の設置について

○ 主な業務と構成員

○ 設置の目的
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（主な業務）

• 万博会場周辺の各ルート上の主要ポイントに
おける交通量データの収集、交通需要の予測。

• 「追加的な対策メニュー」として、物流車両・IR
工事車両・一般車両への対策を検討。

• 対策を実施する場所・時間帯・手法等の決定。

• 万博会場周辺外の北港通、新御堂筋など、ア
クセスルートも対象とし、モニタリングを実施。

大阪市道路交通円滑化対策会議

（構成員）

• 市長（議長）
• 高橋副市長（議長代行）
• 万博推進局長
• 大阪港湾局長
• ＩＲ推進局長
• 建設局長
• 建設局臨海地域事業推進本部長
（事務局長）
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※ 大阪市管理の一般道路を対象

※ 実務の下部組織として、部長級等で構
成する幹事会を設置し、機動的に対応
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適宜、関係機関（省庁等）に報告 資料９ －1



北港通

中央大通

新大阪駅
・日最大：630人/14便
・時間最大：90人/2便

大阪駅（北・南・中之島）
・日最大：1780人/44便
・時間最大：365人/9便

難波駅
・日最大：600人/15便
・時間最大：80人/2便 上本町駅・天王寺駅

・日最大：450人/10便
・時間最大：135人/3便

桜島駅
・日最大：18600人/322便
・時間最大：4000人/68便

「大阪市道路交通円滑化対策会議」の対象について

対象

・一般道路の通行状況の確認

万博会場周辺

万博会場周辺以外

・各ルートのモニタリング
・交通量予測の実施
・追加的対策を実施

・シャトルバスのアクセスルート
（一般道）やモニタリング路線に
おいて、交通状況を確認
・必要に応じて追加的対策を実
施

夢洲

舞洲

咲洲

凡例

シャトルバス アクセスルート
（高速道路含まず）

万博会場周辺

万博会場周辺以外

モニタリング路線

●対象範囲

※ シャトルバスの運行計画は来場者輸送具体方針（第５版）資料集より引用

※ モニタリング路線については、今後の
関係先との調整により変更する場合が
ある
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